
特定事業主行動計画に係る取組の実施状況について 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第 19 条第６項の規定に基づき、特定事業主

行動計画に係る取組の実施状況について、次のとおり公表します。 
 

【数値目標の推移について】 

施策の柱 指標 
策定時 

(Ｒ１) 

目標値 

(Ｒ７) 
ありたい姿 

実績 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

働き方の見直し

に向けた取組 

① 職員１人当たりの年間時間外

勤務時間数 
122:20 100:00 80:00 144:45 154:33    

② 職員１人当たりの年次休暇取

得日数 
9.2 日 12 日 14 日 10.5 日 10.7 日    

仕事と家庭生活

との両立のため

の取組 

③ 男性の配偶者出産休暇取得率 72.3％ 90％ 100％ 83.6％ 74.7％    

④ 男性の育児参加のための休暇

取得率 
32.5％ 40％ 100％ 53.4％ 63.3％    

⑤ 育児休業取得率 
男性 3.6％ 10％ 30％ 23.3％ 26.6％    

女性 100％ 100％ 100％ 100％ 100％    

能力・適性の発

揮に向けた取組 

⑥ 一般行政職※の課長補佐級以

上に占める女性職員の割合 
10.8％ 12％ 25％ 13.8％ 13.5％    

※ 一般行政職：事務職、技術職、医療(2)及び医療(3)（医療(2)及び医療(3)は、市民病院採用者を除く。） 
 

【令和４年度の主な取組み】 

● 育児休業制度の改正（分割取得・産後パパ育休） 

● テレワーク・時差出勤制度の恒常的運用（令和４年 10 月施行） 

● 年次有給休暇の取得促進通知の発出（令和４年 10 月） 

● 男性職員の育児参加に関する意識醸成を目的とした研修の実施（令和４年 12 月実施） 

● 長時間労働者に対する産業医面談等、健康確保措置の実施（通年） 
 


